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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て 

 

 

 

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和5年度（2023年度）の定期監査を実施

しましたので、同条第9項の規定により、その結果について次のとおり報告書を提出

（公表）します。 
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（関係条文） 

・地方自治法第199条第1項 

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公

共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

 

・地方自治法第199条第4項 

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定によ

る監査をしなければならない。 

 

・地方自治法第199条第9項 

監査委員は、第98条第2項の請求若しくは第6項の要求に係る事項について

の監査又は第1項、第2項若しくは第7項の規定による監査について、監査の

結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関

係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公

安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提

出するとともに、これを公表しなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 営 企 業 定 期 監 査 

（ 財 務 ） 

 



  



- 3 - 

 

１ 監査の基準 

 

  この監査は、熊本市監査基準（令和2年3月27日監査委員決定）に準拠して実施し

た。 

 

２ 監査の種類 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項に基づく定期監査 

 

３ 監査の対象 

 

病院局、上下水道局及び交通局 

 

４ 監査の着眼点 

 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理が、法令等に沿って適正に行

われているか、また、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているか

を着眼点として実施した。 

 

５ 監査の主な実施内容 

 

令和5年（2023年）7月末日現在における関係事務事業及び財務処理の状況につい

て資料の提出を求め、関係帳簿、証ひょう類を照査し、その計数記録の正否を確か

め、現金預金及び有価証券を確認し、詳細について関係職員に質問するなどの方法

で実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 

実施場所：病院局、上下水道局及び交通局 

日  程：令和5年（2023年）9月27日（水）～同年10月19日（木） 

 

７ 監査の結果 

 

監査の結果は次のとおりである。 

 

(1) 病院局 

適正に執行されているものと認められた。 
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  (2) 上下水道局  

適正に執行されているものと認められた。 

 

 

(3) 交通局 

適正に執行されているものと認められた。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 営 企 業 定 期 監 査 

（ 工 事 ） 
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１ 監査の基準 

 

この監査は、熊本市監査基準（令和2年3月27日監査委員決定）に準拠して実施し

た。 

 

２ 監査の種類 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項に基づく定期監査 

 

３ 監査の対象 

 

上下水道局及び交通局 

 

４ 監査の着眼点 

 

  工事に関する事務の執行が、法令等に沿って適正に行われているか、また、経済

性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかを着眼点として実施した。 

 

５ 監査等の主な実施内容 

 

監査に当たっては、工事等の計画、設計、積算、契約、施工などが適正に行われ

ているかについて書類を審査し、関係職員に質問するなどの方法で実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 

実施場所：交通局は、監査事務局で実施。 

上下水道局は、同局で実施。 

日  程：令和5年（2023年）9月27日（水）～ 同年10月31日（火） 

 

７ 監査対象工事等 

 

今回監査の対象としたものは、上記局において、令和4年（2022年）8月1日から令

和5年（2023年）7月31日までに契約した工事請負及び工事に類する業務委託333件で

ある。 

このうち新規事業に伴うもの、随意契約によるもの、契約変更を行ったものなど

を重点的に抽出・選定し、「工事監査実施一覧表」に掲げる48件の工事及び委託につ

いて監査を実施した。 

 



- 8 - 

 

８ 監査の結果 

 

監査の結果は次のとおりである。 

 

(1) 上下水道局 

適正に執行されているものと認められた。 

 

(2) 交通局 

適正に執行されているものと認められた。 

 

 

 資料 工事監査実施一覧表  

    

1 上下水道局    

No 課    名 工事（業務）名 
契 約 金 額 

単位 ： 円 

1 計画調整課 
下水道総合地震対策基礎調査（耐震診断）業務（その

5）委託（第 412 号）【技術要件設定型】 
15,517,330  

2 水道整備課 戸島送水場資材倉庫内増設棚詳細設計業務委託 2,988,700  

3 水道整備課 熊本市上下水道局量水器置場侵入防止柵設置工事 1,639,000  

4 水道整備課 
中央区立田山配水系基幹管路推進他１件工事に伴う地

質調査業務委託 
7,671,702  

5 水道整備課 
健軍水源地管理棟建築付帯電気設備改修工事（第 2

期） 
18,634,563  

6 水道整備課 健軍水源地燃料タンク室杭基礎工事【総合評価方式】 59,620,000  

7 水道整備課 南区城南町東阿高建物等事後調査業務委託 1,870,000  

8 水道整備課 西区松尾町配水管布設工事【総合評価方式】 62,361,352  

9 水道整備課 
南区城南町築地配水管布設替他 1 件工事【総合評価方

式】 
53,485,467  

10 水道整備課 健軍水源地取水 9 号更新に伴う設計業務委託 3,421,000  
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11 下水道整備課 
都市計画事業 大和広住汚水幹線枝線外枝線詳細設計

業務委託（第 2515 号）【技術要件設定型】 
14,510,981  

12 下水道整備課 

都市計画事業 南部浄化センター1 系最終沈殿池設備

その他改築詳細設計業務委託（第 2102 号）【技術要件

設定型】 

15,796,000  

13 下水道整備課 
都市計画事業 中部合流 6 号幹線下水道耐震化工事

（2605 工区）【管更生】 
130,097,097  

14 下水道整備課 
都市計画事業 長嶺ポンプ場汚水ポンプその他機械設

備工事（2008 工区）【技術要件設定型】 
60,445,000  

15 下水道整備課 
都市計画事業 中部合流 6 号幹線下水道耐震化工事

（2607 工区）【管更生】 
120,362,723  

16 下水道整備課 
都市計画事業 中無田町 No.2 マンホールポンプ場外

1 箇所主ポンプ機械設備その他工事（2053 工区） 
28,061,000  

17 下水道整備課 
都市計画事業 西部汚水 11 号幹線枝線外枝線下水道

築造工事（2323 工区）【総合評価方式】 
139,960,605  

18 下水道整備課 
都市計画事業 中部汚水 1 号幹線枝線外枝線地質調査

業務委託（第 2526 号） 
13,540,296  

19 下水道整備課 
都市計画事業 東部浄化センター汚泥脱水機電気設備

工事（2005 工区）【技術要件設定型】 
203,500,000  

20 下水道整備課 
都市計画事業 南部汚水 20 号幹線枝線地質調査業務

委託（第 2528 号） 
12,127,951  

21 下水道整備課 
都市計画事業 中部汚水 1 号幹線枝線外枝線地質調査

業務委託（第 2526 号） 
13,540,296  

22 下水道整備課 
都市計画事業 西部浄化センター消化ガス発電建設工

事に伴う地質調査業務委託（第 2905 号） 
8,340,367  

23 下水道整備課 
都市計画事業 長嶺ポンプ場汚水ポンプその他電気設

備工事（2009 工区）【総合評価方式】 
50,600,000  

24 下水道整備課 
西部汚水 17 号幹線枝線外枝線下水道築造工事に伴う

建物等事後調査業務委託（第 2534 号） 
3,135,000  

25 下水道整備課 
西部汚水 21 号幹線枝線外枝線下水道築造工事に伴う

建物等事前調査業務委託（第 2519 号） 
2,519,544  

26 水道維持課 
熊本市水道施設電気防食設備点検調査業務委託【技術

要件設定型】 
2,882,000  

27 水道維持課 西区島崎 2 丁目段山橋配水管外 2 件塗装塗替工事 6,071,345  

28 水道維持課 
一般県道 瀬田熊本線（石原 1 丁目 12 番付近）舗装

復旧工事 
5,055,380  

29 水道維持課 東区沼山津 3 丁目 10 番付近配水管布設他 2 件工事 7,145,063  
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30 
水道維持課(西部上

下水道センター) 
西区上代 5 丁目 15 番付近配水管布設替他１件工事 5,879,441  

31 下水道維持課 
木部橋架替工事に伴う下水道圧送管布設替詳細設計業

務委託（第 22-506 号） 
4,558,400  

32 下水道維持課 
公共下水道（春竹Ａ地区）管渠改築工事（第 22-312

工区）【管更生】 
71,189,129  

33 下水道維持課 
公共下水道（春竹Ａ地区）管渠改築工事（第 22-310

工区）【管更生】 
60,610,609  

34 下水道維持課 
不明水対策（若葉地区・岡田地区）詳細設計業務委託

（第 22-504 号）【技術要件設定型】 
18,987,936  

35 下水道維持課 
下水道総合地震対策（隈庄小学校外 3 校）マンホール

トイレ整備工事（第 23-201 工区）【総合評価方式】 
39,050,000  

36 水運用課 
舞原配水場配水ポンプ増設機械設備外 1 件工事【総合

評価方式】 
38,302,502  

37 水運用課 
舞原配水場配水ポンプ増設電気設備工事【総合評価方

式】 
66,990,000  

38 水運用課 一本木水源地外 3 箇所計装機器取替工事 14,138,789  

39 水運用課 沼山津取水 3 号井北側道路舗装改修工事 12,960,547  

40 水再生課 
保田窪 No.1 マンホールポンプ場外 5 箇所水位計検出

器取替工事 
5,137,000  

41 水再生課 大甲橋マンホールポンプ場埋設電線管補修工事 1,881,000  

42 中部浄化センター 新花畑ポンプ場 No.3 汚水ポンプオーバーホール工事 14,850,000  

43 中部浄化センター 本山ポンプ場屋上防水その他改修設計業務委託 902,000  

44 中部浄化センター 
中部浄化センター2 号ケーキ圧送ポンプオーバーホー

ルその他工事 
10,472,000  

45 中部浄化センター 
中部浄化センター外 1 箇所直流電源装置蓄電池等取替

工事 
17,237,000  

 

2 交通局     

No 課    名 工事（業務）名 
契 約 金 額 

単位 ： 円 

1 運行管理課 県庁入口交差点～商業高校前電停間測量設計業務委託 2,028,196  
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2 運行管理課 
水道町交差点内外 1 箇所軌道ブロック補修外工事【技

術要件設定型】 
4,917,000  

3 運行管理課 
河原町電停付近幹線下 53 号柱建替工事【技術要件設

定型】 
4,070,000  

 

 


